
令和5年死亡災害発生状況（12月末累計）（令和6年2月末累計）

令和6年死亡災害発生状況（1月末現在）

※労働者死傷病報告による。統計情報は今後の調査により修正される場合があります。

1 沖 縄 建築物、構築物 機械器具設置工事業 1～9 はさまれ・
巻き込まれ

2 沖 縄 移動式クレーン 鉄骨・鉄筋コンクリート
造家屋建築工事業 1～9 崩壊・倒壊

3 沖 縄 解体用機械 鉄骨・鉄筋コンクリート
造家屋建築工事業 1～9 激突され

4 宮 古 フォークリフト 一般港湾運送業 30～49はさまれ・
巻き込まれ

5 沖 縄 石、砂、砂利 その他の土石製品
製造業 1～9 崩壊・倒壊

1月上旬

1月下旬

2月中旬

6月下旬

6月下旬

6 沖 縄 建築物、構築物 その他の土木工事業 10～29崩壊・倒壊 10月中旬

※労働者死傷病報告による。統計情報は今後の調査により修正される場合があります。
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労働者数
（規模別） 発生状況番号 所轄署 事故の型 起因物 業種別 発生時期 年齢

1 宮 古 整地・運搬・
積込み用機械 その他の食料品製造業 50～99 はさまれ・

巻き込まれ

2 名 護 足場 その他の建築工事業 1～9 墜落・転落

1月中旬

1月中旬

50歳台

20歳台

労働者数
（規模別） 発生状況番号 所轄署 事故の型 起因物 業種別 発生時期 年齢

令和5年(12月末累計)  (令和6年2月集計) 令和4年(12月末累計)　   (令和5年2月集計) 局計対令和4年比較

1.　労働者死傷病報告により作成したもの。  4. 交通運輸事業は、鉄道・軌道・水運・航空業、道路旅客運送業を示す。
2.　被災者数の枠の左側（  ）は死亡者数で内数。  5. 陸上貨物運送事業は、道路貨物運送業、その他の運輸交通業及び港湾荷役業を除く貨物取扱業を示す。
3.　｢▽｣は減少を示す。  6. その他の業種は、金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究、清掃・と畜（ﾋ ﾙ゙ﾒﾝ除く）、官公署、その他の事業を示す。

（注）

年・署別・局計等
業　　種

年・署別・局計等
業　　種 増減数（人）増減率（％）那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計 那覇 沖縄 名護 宮古 八重山 局計
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令和5年業種別署別労働災害発生状況（12月末累計）

機械式駐車場の設置工事において昇降モーターの駆動チェーンの調整
作業を行っていたところ、駆動チェーンが歯車から外れパレットが落下し、
歩廊にまたがって別作業をおこなっていた被災者が挟まれたもの。

移動式クレーン（トラック積載型クレーン）を使用してつり上げ作業を行っ
ていたところ、移動式クレーンの旋回体の根元部分が破断したことにより
ジブが倒壊し、被災者を直撃したもの。

ヤード内において、トラクター・ショベルを運転してサトウキビの運搬作業
を行っていたところ、後進中の同車両に被災者が巻き込まれたもの。

RC造4階建てビルの外壁改修工事のため、躯体周囲において単管足場の組み立
て作業を行っていた。被災者が屋上から足場の階段で階下へ移動する際、高さお
よそ10mの屋上付近の昇降設備から地面へ墜落し、搬送後に死亡したもの。

解体用ニブラを装着した車両系建設機械で、スリングを通した足場板をニブラに
引っかけて吊り上げ、積載型トラッククレーンに荷卸しをしようとしていたところ、
車両系建設機械が転倒し、機械とトラックとの間に被災者がはさまれたもの。

フォークリフトを使用してトレーラーからコンテナの荷卸し作業を行って
いたところ、フォークリフトの後方にいた労働者が、後進したフォークリフ
トに巻き込まれて被災したもの。

被災者が鉄製アングルに立てかけられた石板（重量約３００ｋｇ/枚）を重機
により持ち上げるため、吊り上げ用クランプを固定する作業の際、鉄製ア
ングルが破損し、石板約３５枚が被災者の上に倒れ、はさまれたもの。

Ｕ型擁壁工事現場において土止め支保工を撤去するため、支保工を構成
するＨ鋼の切断作業を行っていたところ、Ｈ鋼がブラケットから落下し、被
災者がはさまれたもの。

沖縄労働局

沖縄労働局

沖縄労働局（新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く）
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労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や

厚生労働省ホームページ

もご覧ください︕

（2023年10月）
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無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込
むことができる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。3

就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。

１
全ての労働者に対する明示事項

有期契約労働者に対する明示事項等

詳しい情報や相談先はこちら

• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）

• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）

• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準）

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、
今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変
更すべきものとされています。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。2

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※３に、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決
定するに当たって、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ
イム労働者）とのバランスを考慮した事項※4（例︓業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

4
均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

（注）無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行
うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

①

★モデル労働条件通知を
ご活用ください！

■労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。
■労働条件通知書によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、
　即時に労働契約を解除することができます

厚労省HPより職種別のモデル書面をダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

※ご不明な点は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。

◎印刷や保存ができるように添付ファイルで送りましょう。

労働条件の明示は
原則、書面交付です。
なお、労働者が希望した場合は、
FAX・メール・SNSメッセージでも
可能です！

明示方法は？

・・
労働者を採用する際には「労働条件」の
書面交付等による明示が必要です！

昭和 48 年 10 月 6 日 第三種郵便物承認（毎月 1 回 1 日発行）（6） 2024 年 3 月 1 日 発行


